
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2023.09 

お気軽にご相談ください 

https://tasukeai-izumi.net/ 
たすけあい泉ホームページ 

QR コードはこちら→

たすけあい泉ケアデザインセンター相談支援事業所 

☎ 045 -392-6044 

社会福祉法人たすけあい泉 

（スマートフォン版サイト）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用方法 

相談受付 

市町村で手続き 

アセスメントの実施 

個別支援会議 

サービス等利用
計画案の作成 

計画の見直し 
(モニタリング) 

サービス担当者会議 

サービス等利用
計画の作成 

サービス 
利用開始 

支給決定 

ご本人・ご家族と面接し、

困りごとやご要望等を 

について 

お聞きします。 

障がい福祉サービスのご利

用をお考えの方は、当事業所

までご連絡ください。 

お住まいの区役所で福

祉サービスの手続きを

行ってください。 

区役所から 

受給者証が 

届きます。 

「たすけあい泉」の計画相談支援事業について 

アセスメントを基に、

ご本人の立場に立っ 

た計画を作成します。 

計画の確定版を 

作成します。 

お困りごとがないか、

サービスが適切か、 

定期的に計画を 

見直します。 

関係者が集まって、   

サービス実施について

会議を行います。 

相談支援の流れ 

１．当相談支援事業所までご連絡ください。 

ご自宅等でご希望をお伺いします。 

２．当相談支援事業所と契約後、ご希望に沿ったサービス等 

  利用計画案をご本人に提示し、ご了解を得てから区役所に 

  提出させていただきます。 

３．区役所が支給決定し、サービス利用開始となります。 

ご利用できる方 

障害のある方で、障害福祉サービスを申請・更新される方 

ご利用料金 

相談及びプランの作成等の料金は 無料 です 

営業日 

月～金曜日 ９時～18 時 

(ただし、祝日、年末年始を除く) 

 

ご本人・ご家族、関係者 

が集まって、必要な 

支援について 

話し合います。 

 サービス利用 

開始後も継続的に 

状況を確認させて 

いただきます 


